
厚生労働省告示第７２号に基づく「厚生労働大臣の定める掲示事項」 
 

【特掲診察料に関する事項】 
当リハビリ室は下記の施設基準に適合している旨の届出を

九州厚生局鹿児島事務所へ行い、所定の診療報酬を算定してお

ります。 
 

脳血管疾患等リハビリテーション（Ⅰ） （脳Ⅰ）第６１号 
算定開始日 平成２４年 ４月 １日 
初期加算 有 
内訳等 
   リハビリテーション選任医師     ２名以上 
   常勤専従理学療法士         ５名以上 
   常勤専従作業療法士         ３名以上 
   常勤専従言語聴覚士         １名以上 
   リハビリテーション専用室    ４２６，８㎡ 
   言語聴覚訓練集団療法室      ２２，０４８㎡ 
   言語聴覚訓練個別療法室       ９，３４７㎡ 

 

別添１の「第４０」の３の注５に規定する施設基準     （脳Ⅰ介）第 ７号 
算定開始日 平成２６年 ４月 １日 
 
維持期リハビリテーションの指定状況 

介護保険サービス名 指定月 指定番号 

通所リハビリテーション 平成１５年 ２月 ４６１０１１０９８５ 

介護予防通所リハビリテーション 平成１９年 ４月 ４６１０１１０９８５ 
 

 



運動器リハビリテーション（Ⅰ）    （運Ⅰ）第８１号 
算定開始年月日 平成２４年 ４月 １日 
初期加算 有 
 

別添１の「第４０」の３の注５に規定する施設基準     （運Ⅰ介）第１１号 
算定開始日 平成２６年 ４月 １日 
 

集団コミュニケーション療法料     （集コ）第 １号 
算定開始年月日 平成２０年 ４月 １日 
 
 
 
 
 
 

医科点数表に規定する回数を超える診療に係る特別の料金 
患者さんの希望により、定められた算定上限を超えて疾患別リハビリテーションの個別料金

を行う場合は、下記の料金を徴収させていただきます。 
 

疾患別リハビリの区分 料金 

脳血管疾患等リハビリテーション １単位につき ２,４５０円 

廃用症候群リハビリテーション １単位につき １,８００円 

運動器リハビリテーション １単位につき １,８５０円 

 
当院では上記の施設基準に適合している旨の届出を九州厚生局鹿児島事

務所へ行い、所定の診療報酬を算定しております。 
 その他、詳しくは医事課職員へご確認下さい。 
 尚、担当者による医療相談および支援を受けることができます。担当のセ

ラピストへお申し出下さい。 

 


